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業　務　等　質　問（回　答）書
提出日：令和7年11月6日
	発注機関名
	長野県企画振興部ＤＸ推進課
	公　 告 　日
	令和７年10月22日

	業　 務 　名
業務箇所名
	誰一人取り残されないデジタル活用支援推進事業業務
長野県企画振興部ＤＸ推進課他

	質問書提出者
	所　 　 在　  　地
	

	
	商号又は名称
	

	
	電　　　　　　　話
	

	
	担当者　所属・氏名
	

	質問内容
	（質問１）
仕様書４業務内容(1) 講習会の実施について「エ 1回当たりの定員は5人以上とし、」とありますが、「講座内容」ごとに５名以上の参加者を募るということでしょうか。もしくは、講座を通して同一の５名が受講するという前提でしょうか。
（質問２）
講師および現地スタッフ、アシスタントは総務省指定の研修を受講しているなど、指定の要件はありますでしょうか。
（質問３）
「長野県がおすすめするアプリ、サイトの利用方法」については、委託者が指定する資料を用いて講座を行うこと。とありますが、資料をお示しいただけますでしょうか。
（質問４）
講座の第一回開催前に全内容の受講生を確定する必要はありますでしょうか。
また、各内容ごと開催までに５名以上の申し込みを得る必要はありますでしょうか。
（質問５）
仕様書(1) 講習会の実施についてイ 受託者は、十分な数の講師及び必要に応じてアシスタントを用意するなど、適切に受講者のサポートを実施できる体制を構築した上で実施すること。 また、オンラインによる講習会も可とするが、オンライン参加は講師のみとし、必ず講習会の現地で受講者をサポートするアシスタントを用意した体制とすること。
とありますが、講師のオンライン参加とは、事前に収録した動画を用いることも含まれますでしょうか。
講師がオンライン参加する場合は、リアルタイムで講師がzoom等で講座を行う必要がありますでしょうか。
以下のような実施方法は想定されていますでしょうか。
例：1回の講座の前半30分で講師の講習動画を放映。後半30分は現地スタッフが個別にレクチャー

以上です　お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします






回答日：令和７年11月11日
	回　　　　答
	（質問１）
講座（１講座当たり１時間程度）ごとに定員を５人以上に設定して募集してください。同一の受講者が各講座を通して受講することを前提にはしていません。

（質問２）
講師及びスタッフ等について、特定の研修受講等の要件はありません。ただし、総務省「デジタル活用支援推進事業」で提供する教材を用いるため、教材の内容を十分に理解した上で実施してください。

（質問３）
今回の業務で用いる資料は現在調整中です。参考として一昨年度に用いた資料の一部を提示します。

（質問４）
初回の講座を開催する前に全講座の受講生を確定させる必要はありません。各講座の開催日に合わせて計画的に募集することで問題ありません。定員を５人以上に設定して募集していただきますが、申込者数が５人未満の場合でも開催してください。
なお、「公募型プロポーザル方式実施公告」 の 「６(6) 企画提案の選定基準」において、周知方法を評価項目として定めています。なるべく多くの方に受講いただける周知方法を提案してください。

（質問５）
事前に収録した動画を用いて講習会を実施することも可能です。オンラインによる講習会では、講師がリアルタイムで講義を行うことを必須とはしませんが、スマートフォンの操作に不慣れな受講者が取り残されないよう、現地で受講者をサポートするアシスタントを配置するなど、円滑に実施できる体制を確保してください。
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